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１　調査の目的
（１）今年度の活動のレビューと 2001 年度暫定計画について、ヴィエトナム司法省他と
協議し、協議結果をメモランダムとして纏めた上、署名・交換する。
（２）民法改正共同研究にかかるワークショップを開催すると共に、今後のスケジュール
につき確認する。。

２　調査の背景・経緯
（１）平成１１年（１９９９年）１１月、フェーズ１の３年間の協力の総括のため、日越
民事商事法セミナーを開催した。その際、フェーズ２協力開始に係るＲ／Ｄを署名・交換。
現在、それに基づいて、司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院を対象とした立法作業
への助言、法体系の整備への助言、人材育成への助言を３本柱としたフェーズ２を実施中。
（２）今般、フェーズ２Ｒ／Ｄに基づき、（ア）ジョイントステアリングコミティを開催
し、計画打ち合わせ（今年度の活動のレビューと１３年度暫定計画の合意）を行うと共に、
（イ）民法改正共同研究にかかるワークショップの開催、現地調査、他）を目的として本
件調査団を派遣することとなった。

３　調査団員構成及び派遣期間
＜計画打ち合わせ＞
（1）森嶌　昭夫 名古屋大学名誉教授、地球財団法人地球環境戦略研究機関理事長

（団長・総括）　2/25-2/28
（2）小貫　芳信 法務省法務総合研究所総務企画部長（法整備調査）　2/25-3/4

＊別予算
（3）山下　輝年 法務省法務総合研究所総務企画部付検事（法整備調査）　2/25-3/1
（4）植田　廉太郎　 法務省法務総合研究所総務企画部企画課企画第 1 係長（法整備調

査）2/25-3/4＊別予算
（5）堀　　嗣亜貴　 法務省大臣官房秘書課付（法整備調査）2/25-3/1＊別予算
（6）平川　繁行 外務省経済協力局技術協力課課長補佐（協力政策）2/25-3/3
（7）鈴木　謙也 最高裁判所事務総局秘書課課付（法整備調査）2/25-2/28
（8）吉野　正 日本弁護士連合会弁護士（法整備調査）2/25-3/1
（9）島　　竜一郎　 名古屋大学大学院法学研究科助教授（法整備調査）2/25-3/1
＜民法改正共同研究ワークショップ＞
（10）新美　育文　 明治大学法学部教授（民法共同研究）3/4-3/8
（11）内田　勝一　 早稲田大学法学部教授（民法共同研究）3/4-3/9
（12）角　　紀代恵　 立教大学法学部教授（民法共同研究）3/4-3/9
（13）武藤　司郎　 日本弁護士連合会弁護士（民法共同研究）3/4-3/9
（14）秋山　靖浩　 早稲田大学法学部専任講師（民法共同研究）3/4-3/9
（15）舟橋　秀明　 （財）国際民商事法センター（民法共同研究）3/4-3/9＊別予算
＜計画打ち合わせ及び民法改正共同研究ワークショップ＞
（16）小林　雪治　 ＪＩＣＡインドシナ課（協力計画）2/25-3/9
（17）初鹿野マイ　 ＪＩＣＥ（通訳）2/25-3/9
＜特別案件調査（計画打ち合わせ協議のみ同行）＞＊別予算
（18）楢原　幹雄　 法務省法務総合研究所総務企画部企画課長（総括）2/25-3/3
（19）西本　玲　 ＪＩＣＡ大阪国際センター業務課長代理（研修計画）2/25-3/3
（20）伊藤　季代子　 ＪＩＣＡ大阪国際センター業務課（業務調整）2/25-3/3
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４　調査団日程
２月２５日（日）ハノイ着
　　２６日（月）司法省、計画投資省、日本大使館、共産党内政委員会表敬、ＪＩＣＡ

事務所訪問
　　２７日（火）ジョイントステアリングコミティ開催（計画打ち合わせ）、団長主催

レセプション
　　２８日（水）ミニッツ協議、ミニッツ署名・交換
３月　１日（木）戸籍セミナー（短期専門家による現地セミナー）
　　　２日（金）同上
　　　３日（土）資料整理
　　　４日（日）同上
　　　５日（月）司法省表敬・打ち合わせ、民法改正共同研究ワークショップ
　　　６日（火）ワークショップ
　　　７日（水）同上
　　　８日（木）ワークショップ、日越ワーキンググループによる打ち合わせ、ＪＩＣＡ

事務所報告
　　　９日（金）帰国

５　調査・協議結果

（１）計画打ち合わせ

（イ）MOU（Memorandum of Understanding, 別添参照）の要旨
●署名者
日本側：　森嶌先生
越側　：　クオン次官（司法省）、最高人民裁判所、最高人民検察院も署名
●合意事項
・ 2000年度活動評価（詳細（ロ）参照）
・ 2001年度暫定活動計画（詳細（ハ）参照）
・民商事法体系にかかる共同研究（鳥観図）計画
・民法改正共同研究計画（2000.8に合意されたスケジュールの再調整）
●付属書類
I 日本側団員リスト
II 日程
III 越側団員リスト
IV 2000年度活動評価
V 2001年度暫定活動計画
VI 民商事法体系にかかる共同研究（鳥観図）計画
VII 民法改正共同研究計画

（ロ）2000年度活動評価
●実施済み活動の確認
●予定活動事項の内の未実施の活動の確認
●実施済み活動の評価
＜評価事項＞
・現地セミナー・国別特設とも日越双方の効率的な調整が出来た。
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・MOJに加え、SPC、SPPが加わったことにより、前年度に比し活動が増加した。
・現地セミナー・国別特設とも資料などの事前配付により、適切な情報提供・意見交換が
出来た（特に、現地セミナー「倒産法」）。
・現地セミナー参加者のアンケートによれば、80％の参加者がニーズに合っていたと回答
（特に、倒産法のドラフト作業に有益であった）。
・若干の現地セミナーにおいて、お互いが英語であったため、質問に対する回答に十分満
足が得られなかった。
・本件プロジェクトにつき、市場経済化過程での法制度整備に資するとして、越側が様々
な場で期待感が表明された。
・越側の立法作業スケジュールに沿い、テーマ設定は適切であった。
・長期専門家による小規模の現地ワークショップの有効性につき確認された。
＜改善事項＞
・現地セミナーの講師選定時期・資料配付の早期化。
・現地セミナー・国別特設参加者の適切な選定。
・越側による現地セミナー内容案（詳細講義項目、問題点、関連法令、開催詳細日程、関
連立法作業スケジュール、当該関連法令の主管機関、他ドナーの支援状況等）の２ヶ月
以内の提出。
・越側による現地セミナーにかかるより多くの関連機関への紹介・参加招聘（長期専門家
の支援を含む）。
・民法改正共同研究のスケジュール通りの確実な実施。
・長期専門家による小規模の現地ワークショップの定期的な開催。

（ハ）2001年度暫定活動計画

●長期専門家による活動
　現地において本件プロジェクト全体の調整を行うと共に、越側カウンターパートへの日
常的なコンサルテーションを行う。また、次の業務を各長期専門家に分担する（詳細は TOR
参照）。
・民法改正共同研究
・民商事法体系にかかる共同研究（鳥観図）
・刑事分野
・法曹養成

●現地セミナー・国別特設・長期研修員受入実施

トピック１（立法作業への助言）

対象機関 内容
司法省
（MOJ）

＜現地セミナー＞
商事仲裁（4月）
競売法（8月）
国際司法共助（11月）
司法鑑定（時期未定）
地方政府の制定する法規範文書に関する法律（時期未定）
＜国別特設＞
法曹養成と弁護士法（6月）
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民法改正共同研究（2月）
最高人民裁判所
（SPC）

＜現地セミナー＞
倒産法（7月）
＜国別特設＞
民事訴訟法（10月）

最高人民検察院
（SPP）

＜現地セミナー＞
刑事司法改革（8月）
＜国別特設＞
検察官の役割・育成（5月）

トピック２（法体系の整備への助言）

＜現行法令の鳥瞰図作成＞
　民法共同研究と関係が深い既存法令をリストアップし、それと日本、欧米諸国、周辺国
の例を比較し、越国の現行法令の整備状況が概観できるようにする。また、民事分野の主
な規程（共有、契約など）をリストアップし、それが現行のどの越国法令に規定されてい
るか概観できるようにする。なお、実施にあたってはＵＮＤＰ、世銀、ADB の活動に関
する情報収集を継続して行う。
　2001年 2月、先方から提出のあった計画書の骨子は次の通り。

（１）民商事法関連の法規を収集し、法ヒエラルキー毎に分類し、法令・条文間
の矛盾、重複等を抽出する。
（２）上記の作業終了後に、各法令・条文と越国の実情との対比を行い、矛盾・
欠損等を調査し報告書にまとめる。
（３）上記二つの作業を通じ得られた結果に基づき、立法・法改正作業、一般民
衆への法の啓蒙、司法機関、法曹人材のあり方等に対するインプリケーションを
行う。
（４）上記に基づき最終報告書を作成する。

＜民法改正共同研究＞
　現行民法の実施状況につき現状調査を行うと共に条文上の問題点の指摘を行う（年度前
半）。その後、日越双方の研究結果をつき合わせ、今後の改正の方向性に関する研究を行
う（年度後半）。
　主な活動は次の通り。なお、これ以外に補足的に越側メンバーと小規模に打ち合わせを
行うため、日側メンバーが現地ワークショップ前後に現地を訪問する。
内容 スキーム
・課題研究（所有権、契約法、土地使用権など）（越側主導）
・現行民法の施行状況ヒアリング調査（越側主導）（2001.4～
2001.7）
・改正民法第１ドラフト起草作業（越側主導）（2001.5～2001.9）
・ 2001.6ワークショップ開催（HCMC／日越）
・ 2001.8ワークショップ開催（契約法他／日越）
・ 2001.10ワークショップ開催（施行状況調査／日越）
・ 2002.4ワークショップ開催（ハノイ／日越）

長期専門家
長期専門家
長期専門家
短期専門家
短期専門家
短期専門家
短期専門家

トピック３（法曹養成）
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　次の方向性を踏まえ、現状把握及びそれに対する助言を中心とする。

対象 越側Ｃ／Ｐ機

関

方向性 スキーム

裁判官

弁護士

司法省法曹養成

学校

最高人民裁判所

同校の教育システム（カリキュラム開発、テ

キスト教材開発、教官養成）に対する助言を

中心とする。

検察官 検察官養成校 検察官養成校の教育システム（カリキュラム

開発、テキスト教材開発、教官養成）に対す

る助言を中心とする。

長期専門家

国別特設

文献供与

●機材供与・文献供与

（ニ）団長所感及び協議議事要旨
　団長所感は次の通り。各協議議事要旨は添付資料参照。
１．今次調査団の最大の課題は、長期専門家の数を４名に増員することを越側に要請す
ることであった。２月になって我が最高裁が現在短期専門家として派遣している竹内
氏を４月以降長期専門家として派遣する可能性があることを示したところから、増員
問題がにわかにクローズアップされることになった。既に昨年度の調査団報告書で述
べたように、越政府の一般的方針としては、外国の直接的な影響力行使を避けるとい
う方針から、専門家の長期にわたる滞在をできるだけ制限してきた。法整備支援プロ
ジェクトについても我が国からプロジェクト第１期（フェーズ１、1997-2000）にお
いて、１名の長期専門家を派遣することに対して大きな抵抗があった。現在でも
UNDP、CIDA などが各１名の長期専門家の派遣を認められているに過ぎない。専門
家の長期派遣を認められていないドナーもある。長期専門家滞在許可は各省の裁量で
行えるのではなく、計画投資省を通じて首相の決裁が必要であると説明されている。

２．我が国の場合、第１期における１名の長期専門家の貢献が評価され、かつ、１名で
すべての業務調整を行うことが困難である事実が理解されて、第２期（フェーズ２、
2000-2003）プロジェクトの交渉過程で、業務調整のための要員１名の増員要請が認
められた。ところが、第２期 Record of Discussion （R/D）合意の直前に我が法務省の
長期専門家が決定されたため、我が方は JICAの専門家、日本弁護士連合会（日弁連）
推薦の専門家に加えて、法務省の専門家の合計３名を派遣することになり、第１期の
１名から突如３名への増員要請を行うこととなった。交渉は容易ではなかったが、ク
オン司法省次官を通じてロック司法大臣の意向打診を行い、R/D 署名当日夜のレセプ
ション席上で大臣と団長の非公式折衝で大臣の了解が得られ、３名体制が実現した。

３．今年の調査団派遣の際にも、直前に最高裁の参加で４名に増員するかどうかが課題
となり、JICA の方針、日弁連の選考手続きなどを考慮しつつ、訪越直前に団長の判
断で４名体制を越側に要請することとした。幸い既に短期専門家として派遣されてい
る竹内氏の法曹養成学校における支援活動が越側に高く評価されており、竹内氏の滞
在延長については越側は歓迎した。しかしながら、４名の長期専門家の役割について
は越側に十分見えておらず、越側は増員にあたっては、長期専門家の Terms of Reference
（T/R）を明らかにすることを求めた。これまでの我が方の法整備支援活動が司法省
のみならず各方面で高く評価されており、司法省としても我が方の要請を受けて、４
名増員に向けて必要な手続きをとるという方針であることがうかがわれた。そこで、
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T/R を我が方が提出することは司法省が越政府首脳へ説明する際の説明材料として不
可欠と考え、我が方は急遽 T/Rを作成し提出した（別添）。

４．私としては、法務省、日弁連、最高裁、大学などの諸機関が法整備支援事業に積極
的に参加頂くことに深く感謝している。しかし、ひるがえって、長期専門家のあり方
について深く検討することなく、各機関からの推薦によって長期専門家を派遣してき
たことは、受け入れ国の必要性に応じてその需要を充たすために長期専門家を派遣す
るという本来の目的から考えると、本末転倒と言わざるを得ない。長期専門家の受入
について越国のような制約のない国に対して、長期専門家を派遣するにあたっても、
今後は、どのような目的で長期専門家を派遣するのか、その業務と責任は何なのか、
JICA や国内支援委員会との関係で長期専門家にはどのような裁量権が与えられるの
か、業務内容との関係で派遣される専門家に求められる資質は何なのか、などについ
て、予め戦略的な検討をしておく必要があることを痛感した。

５．長期専門家増員については、実質的に決着し、今後司法省側で派遣に必要な政府首
脳の許可手続きを進めてくれることになった。JICA、外務省においても増員が可能と
なるよう予算措置等についてご配慮頂くよう強く望みたい。また、長期専門家を派遣
される諸機関についても派遣にあたって日常的に受け入れ国と接する長期専門家の活
動の重要性について、専門家の認識を深めておいて頂きたい。

６．ようやく本格化しつつある越国法整備支援プロジェクトに対する越側の期待は大き
い。今回の年次協議においても相互の信頼関係の強さから、ほとんど問題なく１日間
の協議で MOU（Memorandum of Understanding）を合意することができた。法整備支
援プロジェクトのパイロットとしての越国支援において、これまでの経験に基づいて
中・長期的な JICAの支援戦略を構築することをこの際是非望みたい。

（ホ）懸案事項など

●長期専門家の４名体制
　長期専門家の現行３名体制を、2001年度より４名体制にする旨合意。今後は、正式手
続きを早急に行う必要有り。また、今次協議の際、当方より４名の作業内容（Terms of
Reference, TOR）を作成し、先方も内容につき了承。今後は、各専門家に右内容を周知徹
底する必要あり。
●長期研修員の扱い
　昨年秋に重要政策中枢支援に関しては長期研修員枠に代えて留学生無償で対応する方針
が確定するも、越司法省等関連機関からの応募者は現時点ではいないことが判明。ついて
は、MOUにおける合意事項であることから、長期研修員枠を早急に確保する必要あり。
●国別特設
　越側より、これまでと同様可能な限り 40 名受け入れて欲しい旨要望があった。現時点
では、予算枠として国別特設 38 名が確保できているも、先方要望につき対応可能かどう
かを含め検討する必要あり。
●幹部クラスの受入検討
　越側より、幹部クラス（クオン次官やルー次官（民法共同研究担当であるが、これまで
日本側とコンタクトがない）等）も受入れてほしい旨要望があった。今後の本件プロジェ
クトの効率的な実施を確保するためにも、先方要望につき対応可能かどうかを含め検討す
る必要あり。
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●グットガバナンス無償
　今次調査によって法曹養成学校建設につき越側で検討されていることが判明したところ、
引き続き動きを注意深くフォローする必要があり。

（２）民法改正共同研究ワークショップ

（イ）日本側研究会分担確認
氏名 担当分野

森嶌昭夫 ・総括

・第３編第３章「委任のない事務の行使」

・第３編第４章「法律根拠のない財産の占有、使用およびその財産

からの収益による返還義務」

・第３編第５章「契約で取り決めない損害の賠償責任」

秋山靖浩 ・第２編第４章「所有形態」

・第２編第６章「所有権の保護」

・第２編第７章「所有権についてのその他の規定」

内田勝一 ・第２編「物権」（第４・６・７章を除く）

・土地法・不動産法

角紀代恵 ・第３編第１章第５節「債務履行の担保」

（ＵＣＣを真似したファイリング・システムの調査を含む）

佐藤恵太 ・第６編「知的財産権および技術移転」

新美育文 ・第１編「民法総則」

野村豊弘 ・第３編第 1章「総則（債権総論）」（第５節を除く）

・第４編「相続」

松本恒雄 ・第 3編第 2章「一般的民事契約」

秋山仁美 ・適宜分担（状況に応じて）

武藤司郎 ・総括補佐

・第５編「土地使用権の移転に関する規定」

（ロ）日程等
【目的：　現行民法施行後４年間のレビュー】
【日程案】
日付 午前 午後
３月
４日（日）

ハノイ着
初鹿野氏（通訳）との打ち合わせ（夕
刻）

５日（月） 司法省表敬
司法省打ち合わせ（研究委員顔合わ
せ）
ワークショップ発表準備

開会式
　グエン・ヴァン・サン次官挨拶
　小沢日本大使館参事官挨拶
　新美先生挨拶
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トゥン局長（司法省民事経済局長）発
表
新美先生発表
討論

６日（火） ハン判事（ＨＣＭＣ人民裁判所）発
表
討論
内田先生発表
討論

ホア弁護士（ＨＣＭＣ弁護士会）発表
討論

７日（水） 秋山先生発表
討論
チョン次長（越国家銀行金融政策
局）
討論

角先生発表
討論
ロック司法大臣表敬

８日（木） 武藤弁護士発表
討論
ワークショップ総括（トゥン局長）

越側ワーキンググループとの協議

（ハ）評価・スケジュール確認等

●評価
・配布された資料は、越語、英語で事前に準備された。
・これらレジュメ、テーマ設定、各発表者の発表内容などについては、越側ニーズに適合
しており、質が高かった。
・日越双方の関心が高く、多くの参加者を得たことは有益であった。

●改善事項
・日越双方で、ワークショップ当日はその資料を十分読み込んだ上で討論できるよう、ワ
ークショップに先立ち前広に資料を準備する。
・越側は、今後実施予定のワークショップは、前半はこれまでと同規模で行うものの、後
半は、日本からの研究委員と個別に議論できるよう小規模なものとするようアレンジする。
かかるアレンジを受け、日側は、派遣する研究委員の滞在日程を調整する。
・日側は、予定されているワークショップ前後に、ワークショップにかかる打ち合わせと
共に、民法改正作業にかかる前提条件（例えば、公法と私法の違い等）を共有するための
打ち合わせ及び関連機関訪問による現状調査のため、越を訪問する。越側は、日側メンバ
ーと対になるカウンターパートをアレンジする。
・日越の法律に関する前提理解が共通していないため、しばしば議論のすれ違いがみられ
た。この点の改善が、共同研究を進める上で不可欠である。たとえば、公法と私法の区別、
一般法と特別法の関係、前法・後法の関係、法形式による優先順位、強行法規と任意法規
などにつき、越側に十分な理解があるようには見えなかった。また、法の適用と法の解釈
との関係も十分に理解しているようには思われなかった。

●2001年度スケジュール確認
（１）現行民法の施行状況ヒアリング調査（越側主導）（2001.4～2001.7）
　越側主導で、５つのトピック（Property Ownership、Civil contract、Tort、Inheritance、
Intellectual property）に基づき、法曹関係者に対しインタビューを行うと共に、問題点など
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を把握するためのヒアリングミーティング（４回）を行う。主に長期専門家が対応するが、
必要に応じ日側研究委員を短期専門家として派遣し、アドバイスを行う。また、日側研究
委員は、長期専門家から調査結果を入手し、右につき適宜アドバイスを行う。
（２）改正民法第１ドラフト起草作業（越側主導）（2001.5～2001.9）
　越側主導で、第１ドラフト起草作業を行う。長期専門家が適宜アドバイスを行うと共に、
長期専門家より入手した草案に対し、日側研究委員がアドバイスを行う。
（３）ワークショップ開催（HCMC／日越）（2001.6）
　「Property ownership in the civil laws of Vietnam and Japan」をテーマとし、ホーチミンに
おいてワークショップを開催する。越側は、日程などをアレンジすると共に、日側は、研
究委員を短期専門家としして派遣する。日程については、日側が早期に提案して、越側が
それに合わせる形で調整する。したがって、3 月中には、日側の予定を確定し、越側に通
知することが適切である。
（４）ワークショップ開催（契約法他／日越）（2001.8）
　「Contract and Civil liability for tort」をテーマとし、ワークショップを開催する。越側は、
日程などをアレンジすると共に、日側は、研究委員を短期専門家としして派遣する。
（５）ワークショップ開催（施行状況調査／日越）（2001.10）
　これまでの施行状況調査につき報告を行うワークショップを開催する。越側は、日程な
どをアレンジすると共に、日側は、研究委員を短期専門家としして派遣する。
（６）ワークショップ開催（ハノイ／日越）（2002.4）
　改正草案をもとにハノイにてワークショップを開催する。越側は、日程などをアレンジ
すると共に、日側は、研究委員を短期専門家としして派遣する（日程によっては、2002
年度予算で対応）。
（７）その他
　これら活動の他に、必要に応じ、民法改正共同研究のための前提条件を共有するため、
日側研究委員は短期専門家として越を訪問し、越側メンバーと打ち合わせを行うと共に、
関連機関訪問による現状調査を行う。
　改善点の所でも指摘したが、法改正のためには既存の法律規範文書の整序が必要なとこ
ろ、越側には、法律規範文書の整理のための判断基準が用意されていないように思われる。
したがって、具体的な作業に入る前に、基礎的な知識ないし法学概論的な議論に馴染んで
もらうことが適切であると考える。4月あるいは 5月の前半において、（6月のワークショ
ップ打ち合わせという名目の下）上記の点に関してミニ・ワークショップを開催する必要
があると思われる。

以上



MOU写し




































































































	表紙
	目次
	１ 調査の目的
	２ 調査の背景・経緯
	３ 調査団員構成及び派遣期間
	４ 調査団日程
	５ 調査・協議結果
	（１ ）計画打ち合わせ
	（イ）MOU（別添参照）の要旨
	（ロ）2000 年度活動評価
	（ハ）2001 年度暫定活動計画
	（ニ）団長所感及び協議議事要旨
	（ホ）懸案事項など

	（２ ）民法改正共同研究ワークショップ
	（イ）日本側研究会分担確認
	（ロ）日程等
	（ハ）評価・スケジュール確認等


	添付資料
	MOU 写し
	協議議事要旨
	長期専門家の業務分担（Terms of Reference,TOR ）


